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１．はじめに 

 

東日本高速道路株式会社は、政府の特殊法人改革により、平成１７年１０月１日に
設立、スタートいたしました。 
 
ＮＥＸＣＯ東日本は、『お客様に信頼され真に国民のためになる』ことを目指し、

次の経営方針を掲げています。 
・ 高速道路をご利用されるお客様とのふれあいを第一に、お客様の満足の向上に

努めます。 
・ 徹底したコスト削減のもと、効率的な経営を行い、高速道路の貸付料を着実に

支払います。 
・ 談合等の不正防止やファミリー企業の見直しなど、公正・透明な経営を通じ、

信頼性の向上に努め、企業の社会的責任（ＣＳＲ）を果たします。 
 
ＮＥＸＣＯ東日本としては、これらの方針を実現していくため、平成１８年度以降

の具体的な経営方針・経営目標（数値目標）を定める『中期経営計画』を本年１０月
を目途に策定することとしています。 
 
平成１８営業年度事業計画は、ＮＥＸＣＯ東日本として初めて１年間を通した事業

計画であるとともに、今般日本高速道路保有・債務返済機構との間で締結した高速道
路事業に関する協定の内容に従い、かつ、それぞれの施策はこれから策定する『中期
経営計画』にもつながっていくものです。 
 
今年度は民営化会社として本格的なスタートを切る年であり、公団時代の事業運営

方式から脱却し、株式会社としての経営のしくみを形づくっていく重要な時期ととら
え、会社全体が進むべき方向を見定めつつ、それぞれの施策を着実に実行していきま
す。 
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２．計画概要 

 
 
○平成１８営業年度事業計画は、日本高速道路保有・債務返済機構との協定締結により、
本格的に民営化の枠組みが動き出して初めての事業計画であり、高速道路事業につい
ては基本的に協定の内容に整合したものとしています。 

 
○高速道路事業以外の事業については、サービスエリア・パーキングエリア事業や駐車
場事業など日本道路公団から継承した事業のほかに、新たな事業に取り組みます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○平成１８営業年度の事業計画は、全体として約４，４７２億円、うち

高速道路事業は約３，９００億円の事業費をもって進めます。 

○資金計画については、合計約１０，９２２億円の資金を高速道路事業、

高速道路事業以外の事業の営業収入、財政投融資（政府保証債）、普通

社債（財投機関債）及び民間借入により調達する予定です。 

○収支予算については、当期純利益として約８億円を見込んでおります。
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３．高速道路建設事業の事業計画 

 
 
平成１８営業年度の高速道路の新設、改築事業については、約２，０３３億円の事業

費により、平成１８年度末で、全体延長（３，８７４ｋｍ）の約８８％にあたる３，３
９０ｋｍの高速道路ネットワークを形成されます。 
 
 
○平成１８営業年度の高速道路の新設は、北海道縦貫自動車道など計１８道路５２５ｋ
ｍの区間で、４車線化等の改築は、東北横断自動車道などの計４道５６ｋｍの区間で
事業を実施します。 
 
 
○事業実施にあたっては、コスト削減への継続的な努力を前提に、信頼性の高い高速道
路ネットワークを構築するため、機構との協定に基づき計画的かつ重点的な高速道路
整備を行うととともに、その機能の向上・強化を図ります。 
 
 
○また、地球温暖化防止のため、新設する高速道路の斜面に植樹しＣＯ２の削減に努め
るとともに、確実に品質を確保するため、体制の強化や技術の開発・活用を行い、「良
いものをいかに安く作るか」という課題に積極的に挑戦していきます。更に、これら
の保有技術は、ＳＡ（サービスエリア）などを利用し、お客様に紹介していきます。 
 
 
○本営業年度内の開通及び完成区間として、以下の２路線４区間の開通、１路線１区間
の４車線化の完成を予定しています。 
 
【新規開通予定区間】 
・道央自動車道（八雲ＩＣ（インターチェンジ）※～国縫ＩＣ）：２１．７ｋｍ 
・圏央道（八王子ＪＣＴ（ジャンクション）～あきる野ＩＣ）：９．６ｋｍ 

［うち、９．２ｋｍは、中日本高速道路（株）の所掌］ 
・圏央道（つくば牛久ＩＣ～阿見東ＩＣ※）：１２．０ｋｍ 
・圏央道（木更津ＪＣＴ～木更津ＩＣ※）：７．１ｋｍ 

 
【４車線化完成予定区間】 
・磐越自動車道（小野ＩＣ～阿武隈高原ＳＡ）：４．８ｋｍ 
 
 
※印の施設名称は仮称です。 
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【平成１８年度開通予定区間】 

 
■道央自動車道（八雲ＩＣ～国縫ＩＣ） 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■圏央道（木更津ＪＣＴ～木更津ＩＣ） 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

国縫 IC 

至 八雲 

至 札幌 

至 木更津 JCT 

至 東金 IC 

木更津 IC 
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４．高速道路管理事業の事業計画 

 
 
 
 
 
 
○安全で快適な走行環境を確保するため、交通安全対策を推進するとともに、舗装の高機能化
など道路機能の維持・向上を図ります。 

 
●安全で安心してご利用いただけるよう、路面や構造物、施設設備などの維持・点検

に努めます。 

 

●雨天時の走行環境を向上させるため高機能舗装化を進めます。 

・東北道、常磐道などで高機能舗装化を進め、高機能舗装率を約５２％から約５５％

に向上させます。 

 

●地域の交通特性、お客様のニーズを反映した、より安全で効率的な工事規制の実施

に努めます。 

・工事の集約、期間・時間帯の厳選を行うことにより、路上工事による車線規制時

間の約６％削減を目指します。 

 

●強化型中央分離帯防護柵の整備など、効果的な交通安全対策を実施します。 

・東北道、常磐道などで強化型中央分離帯防護柵を整備し、強化型防護柵整備率を

約７８％から約８０％に向上させます。 

・東北道でカーブの見通しを良くする工事に着手します。 

 

●凹凸型路面標示や導流レーンマークの設置など、暫定２車線区間の安全対策を進め

ていきます。 

・秋田道、磐越道などで実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 通常舗装 高機能舗装 

安全で円滑な交通を確保するとともに、お客様に満足していただけるサービスを提
供します。 
また、トータルコストを削減し、効率的な道路管理に取り組みます。 
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○道路の定時性を確保するため、通行止時間の削減を目指すとともに、渋滞対策の推進や道路情

報提供の充実を図ります。 

 

●関係機関との連携により通行止の際には迅速な交通の回復に努め、通行止時間の短

縮を図ります。 

・迅速・効率的な作業・点検等により通行止時間の短縮を目指します。 

 

●渋滞時速度回復情報や渋滞予測情報の提供などを実施するなど、渋滞緩和に努めま

す。また、関越道花園 IC 付近の付加車線設置事業などに着手します。 

・渋滞緩和に努めることにより、本線渋滞損失時間の約２％削減を目指します。 

 

●情報提供機器をより有効に活用し、リアルタイムで詳細な情報提供の更なる充実に

努めます。 

・大きな渋滞の発生や大雪が予測される場合には、臨時に情報板を設置します。 

 

●通行止発生時には、開通を待たれているお客様に対して、様々な手段により、通行

止解除に向けた作業状況などの情報を提供していくよう努めます。 

・休憩施設エリア内の拡声器などによる情報提供、料金所での情報提供、電話での

応対、マスコミへの情報提供、等、様々な手段によりできる限りの情報を提供す

るよう努めます。 

 

 
○冬期間の交通を確保するため、雪氷作業や雪氷対策設備の更なる充実を図るなど、雪に強い道

路を目指します。 

 

●冬季間の気象変化に対しても極力交通を確保するよう、地域・気象特性に即した雪

氷作業を行います。 

・地域・気象特性を考慮し、道路の特性に応じた雪氷作業や、効率的な除雪車の配

置等に取り組みます。 

 

●除雪車Ｕターン路などの雪氷対策設備を設置し、雪氷作業性の向上を図ります。 

・関越道などで除雪車Ｕターン路や監視カメラを設置します。 

 

●降雪時の走行性向上のため、防雪柵の設置など、視程障害防止対策を進めます。 

・関越道、道央道、青森道などに防雪柵や自発光型視線誘導標を設置します。 
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○災害に強い道路ネットワークを構築するため、橋梁の耐震補強など防災対策を推進します。 

 

●阪神・淡路大震災クラスの大地震にも耐えられるよう、対策が必要な橋梁の補強を

行っていきます。 

・関越道、道央道などで橋梁の補強を行い、橋脚耐震補強率を約７６％から約８２％

に向上させます。 

●降雨防災の強化を図ります。 

・道央道、東北道などでのり面防災工事を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路の特性に応じた雪氷作業 防雪柵 

橋脚の耐震補強 
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○ＥＴＣの利便性向上、ＥＴＣを活用した弾力的な料金設定、接客マナーの向上などお客様サー

ビスの充実に取り組みます。 

 
●ＥＴＣを活用してお客様に満足していただけるような料金サービスを展開していきます。 

・マイレージサービスを活用した車載器購入支援策（６００ポイント付加）を継続しま

す。 

・すべての道路において、料金の額５０円につきマイレージポイントを１ポイント付加

します。 

・東京湾アクアラインの社会実験料金（普通車の場合 2320 円）を特別割引として継続し

ます。 

・今夏を目処に、横浜横須賀道路において時間帯割引を導入します。 

 

●お客様に、より快適にＥＴＣによる走行をしていただくため、ＥＴＣ諸設備の整備

を進めていきます。 

・東関東道などでＥＴＣレーンの増設を行います。 

・カード未挿入をお知らせするアンテナの整備を進めることにより、ＥＴＣレーン

で停止する率の約１０％削減を目指します。 

 

●関係機関と連携し、二輪車ＥＴＣの試行を進め、今秋の本格導入を目指します。 

 

●接客マナーを向上させ、お客様に気持ち良くご利用していただけるよう努めるとと

もに、割引料金を分かりやすくご案内するなど、お客様の声に適切にお応えしてサ

ービスの向上に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二輪車ＥＴＣの試行状況 
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○技術開発を推進することなどによりトータルコストを削減し、効率的な道路管理に取り組みま

す。 

 

●新技術の開発を進め、また新工法を採用するなど、コスト削減を目指します。 

 

●ライフサイクルコストの最小化を図るマネジメント手法を導入するなどし、道路構

造物の延命化を図るなど、効率的・効果的な道路管理に取り組みます。 
 

 
○環境の保全に配慮した道路管理に取組みます。 

 

●遮音壁の設置等、沿道の生活環境保全に必要な環境対策を適切に実施します。 

 

●ＣＯ2の吸収・固定などの地球温暖化防止に資するため、盛土のり面の樹林化を進め

ます。 

 

●循環型社会の育成に資するため、建設発生土、コンクリート塊、アスファルトコン

クリート塊などの建設副産物のリサイクルを推進します。 

 

●植物発生材の堆肥化など緑のリサイクルを推進し、循環型社会の形成に貢献します。 

 
 
○地域、関係機関、他の高速道路会社等との連携を強化し、高速道路による社会への貢
献を目指します。 

 
●地域の観光施設やイベントとタイアップして利用促進を図るなど、地域に根付いた

高速道路を目指します。 

 

●常に安全で安心して円滑にご利用いただき、高速道路が地域のくらしの向上に寄与

するよう、道路管理を適切に行います。 

 

●大規模災害時には、関係機関や他社との連携を図り、高速道路が緊急輸送路として

迅速かつ円滑に機能するよう努めます。 

 



１０

５．サービスエリア・パーキングエリア事業の事業計画 

 
 
 
 
 
○収益向上に向け、すべてのエリアでのサービスレベルの向上を目指す「礎づくり」※と、
立地の特性に応じて個性的なサービスを展開する「華づくり」※※という２つの面を同
時に追及し、サービスエリア・パーキングエリアの魅力を高めます。 
※礎＝広い範囲内のお客様に共通するニーズに的確にお応えするための飲食・物販施設の積極的導入 

※※華＝土産品や地場で採れた野菜など､そのＳＡ・ＰＡならではの地域商材や、そこでしか食べられない地場料理の提供 

 
○建設事業としては、京葉道路幕張パーキングエリアなど計５箇所の事業を進めてまい
ります。 

 
○管理・運営事業としては、４月１日に財団法人より事業の譲渡を受け、当社全額出資
の子会社「ネクセリア東日本株式会社」と一体となり、北海道縦貫自動車道有珠山サ
ービスエリアなど計２６５箇所の管理・運営を行います。 

 
ＳＡ・ＰＡの施設の設置状況（平成１８年３月１日現在） 

ＳＡＰＡの施設箇所数 
うち飲食物販施設を有する

施設 

うちガスステーションを有

する施設 

うち飲食物販施設及びガス

ステーションを有する施設 

２６５箇所 １８２箇所 ８０箇所 ８０箇所 

 
【取組みのイメージ】 
 

 

サービス水準の向上と個性的なサービスを展開し、お客様にご満足を提供するとと
もに、収益の拡大を目指します。 

 

≪華づくり・地場生鮮野菜の販売（前沢ＳＡ（上）野菜直売所）≫≪礎づくり・コンビニエンス・ストアの展開（千代田 PＡ（下））≫
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６．駐車場事業、トラックターミナル事業及び新規事業の事業計画 

 

 

○旧日本道路公団からの承継事業として、日比谷自動車駐車場の駐車場事業１箇所、郡
山ターミナルなどトラックターミナル事業２箇所の運営をより効率的に進めます。 

 
 
○広告事業については、平成１７年度から開始した自社ホームページを介したバナー広
告事業に加え、新たにドライバーに役立つポータルサイトを構築し、事業拡大を図り
ます。 

 
 
○高速道路を始めとする経営資源を活用した新たな事業として、高架下占用施設を活用
した事業、技術図書の出版、カード事業、ホテル事業及び会社が有する技術的ノウハ
ウを活かし他の事業者の行う道路事業を支援するコンサルタント事業を予定してい
ます。 

 
 
○高架下占用施設を活用した事業については、第三京浜道路他８路線の高架下４３箇所
において財団法人ハイウェイ交流センターから事業を承継するほか、東関東自動車道
高架下を始め４箇所で新規事業を計画しています。 
 
 
 

７．道路受託事業の事業計画 

 

 

○新直轄方式で整備することとなった高速道路について、技術とノウハウを活かし、事
業推進に協力するとともに、信頼性の高い高速道路ネットワークの構築に貢献します。 

 
 
○経済性、効率性、施工性等の観点から、同時に実施することが有効であると認められ
る事業についても、事業受託することで高速道路の整備と一体となって推進します。 

経営資源を有効に活用し、効率的な事業の遂行に努めるとともに、多様なビジネス
を展開します。 

長年培ってきた技術とノウハウを活かし、国、地方公共団体等の事業推進に貢献し
ていきます。 
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８．経営基盤を確立するための施策等 

 
＜コンプライアンスの取り組み＞ 
役員・社員の法令遵守及び倫理意識の向上を図るため、外部講師による講演会等啓発

活動や、教育関係資料の整備を進め周知を図る等、コンプライアンスに対する一層の取
り組みを行います。 
 
＜中期経営計画の策定＞ 
今般、日本高速道路保有・債務返済機構との間で高速道路事業について締結した協定

を踏まえ、今後の中期的な経営方針、経営目標を具体化した「中期経営計画」を、平成
１８年１０月頃を目途に策定します。 
 
＜資金自主調達の拡大＞ 
民間企業として必要な金融市場に対する財務情報の開示等に努めつつ、普通社債発行

の実現と民間借入の拡大に取り組みます。 
 
＜談合等不正行為の防止＞ 
関係法令等を遵守するとともに、談合等不正行為防止策を的確に実行し、公正な競争

の促進と透明性の確保、不正行為の排除等の徹底を図ります。 
また、協議合意方式や総合評価方式等の入札・契約方式を導入し、更なるコスト削減

や品質の確保に努めます。 
 
＜新人事制度の導入＞  
社員と会社がともに成長していくため、当社にふさわしい新人事制度をつくります。 
具体的には、従前の年功型の制度を改め、能力や役割で処遇にメリハリをつけることに
よって、社員のやりがいと会社の業績向上の両立を目指します。 
 
＜情報セキュリティの推進等＞  
新会社への移行に伴い、新会計システムや資産管理システムの改良、共通基盤部分の
整備とともに、全社的な情報セキュリティへの取組みを行います。 
さらに、中期経営計画の策定にあわせた全社的なＩＴ戦略を策定します。 
 
＜積極的な経営情報の発信と企業ブランドの構築＞ 
信頼される会社を目指して「積極的な情報発信」を行うとともに、民間会社としての

自覚を持って、「お客様を大切に」「地域の発展に貢献」するＮＥＸＣＯ東日本の企業と
しての確固たるブランドを構築します。 
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９．平成１８営業年度の資金計画書及び収支予算書 

■資金計画書 

平成１８営業年度の資金計画書は下記のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額 科 目 

合計 高速道路事業 高速道路事業以外 

収入の部 
（営業的収入） 
 高速道路事業営業収入 
 関連事業営業収入 
営業外収入 
（資本的収入） 
 社債・借入金 
 前期繰越金 

 
 

７，１１３ 
５９１ 
０ 
 

２，３９８ 
８２１ 

 

 
 

７，１１３ 
 
０ 
 

２，３９８ 
８１６ 

 

 
 
 
 
 
 

（２，３４５） 
（２８１） 

 
 
 

５９１ 
０ 
 
 
５ 

合  計 １０，９２２ １０，３２６ （２，６２６） ５９５ 

支出の部 
（営業的支出） 
 高速道路管理費 
 道路資産賃借料 
 関連事業管理費 
（資本的支出） 
 高速道路新設・改築費 
 高速道路修繕費 
 関連事業建設費 
 社債等償還金 
 次期繰越金 

 
 

１，４１０ 
５，４０１ 
５５６ 

 
２，０３３ 
４５７ 
１５ 
８５ 
９６４ 

 

 
 

１，４１０ 
５，４０１ 

 
 

２，０３３ 
４５７ 

 
７４ 
９５２ 

 

 
 
 
 
 
 

（２，００９） 
  （３３６） 

 
 

  （２８１） 
 

 
 
 
 

５５６ 
 
 
 

１５ 
１２ 
１２ 
 

合 計 １０，９２２ １０，３２６ （２，６２６） ５９５ 

単位：億円

※ 端数処理の関係により合計が一致しない場合がある。 

※ 高速道路事業欄の（ ）書きは、機構へ承継する道路資産の形成に係る資金計画である。  

※ 前期繰越金には前年度の「道路資産賃借料」の未払金384億円を、次期次期繰越金には当年度の「道路 

  資産賃借料」の未払金456億円を含む。 



１４

■収支予算書 

平成１８営業年度の収支予算書は下記のとおりである。 
 金額 科 目 

合計 高速道路事業 高速道路事業以外 

経常損益の部 

 （営業損益の部） 

  Ⅰ．高速道路事業営業損益 

    １．営業収益 

（１）料金収入 

（２）その他収入 

    ２．営業費用 

   （１）道路資産賃借料 

     （２）道路資産完成原価 

（３）管理費用 

  （４）引当金等 

高速道路事業営業利益 

  Ⅱ．関連事業営業損益 

１． 営業収益 

（１）ＳＡ・ＰＡ事業収入 

（２）その他の事業収入 

（３）受託事業収入 

    ２．営業費用 

   （１）ＳＡ・ＰＡ事業費 

（２）その他の事業費 

（３）受託事業費 

関連事業営業利益 

全事業営業利益 

 （営業外損益の部） 

    Ⅲ．営業外収益 

    Ⅳ．営業外費用 

       経常利益 

特別損益の部 

    Ⅰ．特別利益 

    Ⅱ．特別損失 

       税引前当期純利益 

       法人税、住民税及び事業税 

       法人税等調整額 

       当期純利益        

 

 

 

８，０９３ 

７，１１９ 

９７５ 

８，０８０ 

５，２１３ 

９７５ 

１，５４８ 

３４４ 

１３ 

 

２０３ 

１０２ 

１２ 

８９ 

１８７ 

８９ 

９ 

８９ 

１６ 

２９ 

 

０ 

１７ 

１３ 

 

０ 

０ 

１３ 

５ 

０ 

８ 

 

 

 

 

８，０９３ 

７，１１９ 

９７５ 

８，０８０ 

５，２１３ 

９７５ 

１，５４８ 

３４４ 

１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３ 

 

０ 

１３ 

０ 

 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０３ 

１０２ 

１２ 

８９ 

１８７ 

８９ 

９ 

８９ 

１６ 

１６ 

 

０ 

３ 

１３ 

 

０ 

０ 

１３ 

５ 

０ 

８ 

単位：億円

※端数処理の関係により合計が一致しない場合がある。 

※引当金等には利用促進費を計上している。 
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（参考） 投資計画書  
  

   単位：億円

項目 金額 

  合計 機構承継分 会社保有分 

〇高速道路事業       

        

  高速道路の新設・改築 １,８３９ １,８１７ ２３

    ・新設・改築工事 １,４９３ １,４８１ １２

    ・用地の取得 １７９ １７９  

    ・測量調査・施工管理等 １６７ １５６ １１

       

  高速道路の維持更新 ２８３ ２８３

      ・修繕 ２６５ ２６５

    ・測量調査・施工管理等 １８ １８

        

  高速道路設備の維持更新 １１１  １１１

    ・整備更新経費 １１１  １１１

        

〇高速道路事業以外       

  ＳＡ・ＰＡの整備 ９  ９

    ・新設・改築 ５  ５

    ・業種・業態の変更 ４  ４

  その他の事業建設費 ３  ３

    

※端数処理の関係により合計が一致しない場合がある。  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参 考 資 料 



ＮＥＸＣＯ東日本　管内図

深川留萌自動車道

札樽自動車道

道央自動車道

日高自動車道

道東自動車道

百石道路

八戸自動車道

琴丘能代道路

秋田外環状道路

日本海東北自動車道

釜石自動車道

秋田自動車道
湯沢横手道路

東北自動車道

山形自動車道

東北中央自動車道

三陸自動車道

仙塩道路

仙台北部道路

仙台東部道路

磐越自動車道

常磐自動車道

北関東自動車道

東水戸道路

関越自動車道

北陸自動車道

東京外環自動車道

首都圏中央連絡自動車道

第三京浜道路

横浜新道

横浜横須賀道路

富津館山道路

館山自動車道

東京湾横断・木更津東金道 京葉道路

千葉東金道路

新空港自動車道

東関東自動車道

上信越自動車

長野自動車道

米沢南陽道路

凡　例

高速自動車国道（供用中）

高速自動車国道（事業中）

高速自動車国道（新直轄区間）

一般有料道路（供用中）

一般有料道路（事業中）

一般有料道路（直轄事業中）

中日本高速道路㈱
高速自動車国道（供用中）

中日本高速道路㈱
一般有料道路（事業中）

北見

足寄

本別 本別
釧路

十勝清水トマム夕張
千歳恵庭
苫小牧東

札幌

小樽余市

深川

士別剣淵

名寄

黒松内

国縫

森

七飯

青森東青森

小坂大館北
八戸

安代
琴丘森岳

昭和男鹿半島
秋田北
河辺

花巻
岩城
本荘

横手
北上 遠野

東和

酒田みなと

鶴岡

温海

朝日

中条

尾花沢

南陽高畠

山形上山

東根月山

湯殿山

村田
富谷

亘理
山元

新地
相馬

米沢北

福島

郡山

いわき

常磐富岡

新潟中央

長岡

上越

更埴

朝日

豊科
佐久

八千穂

高崎

藤岡

伊勢崎岩舟

栃
木
都
賀

宇都宮
上三川

友部

鉾田

茨城

糸魚川

三郷
三郷南

市川
大栄

江戸崎

つくば牛久

つくば
つくば

久喜白岡
鶴ヶ島

日の出
あきる野

木更津

松尾横芝千葉東 宮野木

大泉
川口

成田

君津
富津中央
富津竹岡

東金

玉川

馬堀海岸

釜利谷

（東京湾アクアライン）

荒川

大沼

１
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平成１８営業年度 開通・完成予定区間（箇所） 

 
 

＜新規開通区間＞ 

路 線 名 道 路 名 区 間 
延長 

（km） 
備 考 

高速自動車国道 

 北海道縦貫自動車道 

函館名寄線 

道央自動車

道 
八雲※～国縫 21.7  

一般有料道路 

八王子ＪＣＴ※ 

～あきる野 
0.4 

全延長：9.6 

（9.2km は中日本） 
一般国道 468 号 

（首都圏中央連絡 

自動車道） 

圏央道 
つくば牛久 

～阿見東※ 
12.0  

 

一般国道 468 号 

（東京湾横断 

・木更津東金道路） 

圏央道 
木更津ＪＣＴ 

～木更津※ 
7.1  

合    計 41.2  

※ 開通予定区間のインターチェンジ等の名称については、仮称です。 

 

 

＜拡幅等完成予定区間（箇所）＞ 

路 線 名 道 路 名 
区 間 

（箇 所） 

延長 

（km） 
備 考 

高速自動車国道の４車線化 

 東北横断自動車道 

いわき新潟線 

磐越自動車

道 

小野 

～阿武隈高原ＳＡ 
4.8 

 

インターチェンジ等の改築 

 一般国道 16 号 

（京葉道路） 
京葉道路 蘇我ＩＣ － 

木更津方面への出

入口の新設 

合    計 4.8  



３

平成 18 年度  開 通 予 定 区 間 

［道央自動車道（八雲
やくも

ＩＣ※～国縫
くんぬい

ＩＣ）］ 
 

○開通区間 北海道
ほっかいどう

二海
ふたみ

郡
ぐん
八雲
やくも

町
ちょう
から 北海道

ほっかいどう
山越
やまこし

郡
ぐん
長万部
おしゃまんべ

町
ちょう
まで 

 
○延    長 ２１．７ｋｍ 
 
○幅員及び車線数 ３．５ｍ×２車線 
 
○設 計 速 度 １００ｋｍ／ｈ 
 
○インターチェンジ １箇所 

 八雲
やくも
ＩＣ※     北海道

ほっかいどう

二海
ふ た み

郡八雲町
ぐんやくもちょう

（一般国道２７７号に連結） 
 

○路線概要 

道央自動車道は、広大な面積を有する北海道を南北に縦断し、道央圏と道南・道北圏を連絡する高

規格道路であり、沿線地域の産業・経済・文化・観光等の発展及び振興に寄与する重要な路線であり

ます。今回開通する八雲ＩＣ～国縫ＩＣ間は、道央自動車道の南へ延伸する２１．７㎞の区間で、道

南方面へのアクセスが向上すると共に、地域における唯一の幹線道路である一般国道５号の代替路と

して機能することにより、災害に強い道路ネットワークが構築されます。更に、長万部町から八雲総

合病院（２４時間体制）までの搬送時間短縮が図られ、沿線住民のより安心できる暮らしの実現に貢

献します。 
 
工事中区間            平成１８年度開通予定区間                   既開通区間 

                           ２１．７ｋｍ 

 

※工事中の施設名称は、仮称です。 

  



４

平成 18 年度  開 通 予 定 区 間 

［圏央道（八王子
はちおうじ

ＪＣＴ～あきる野
の

ＩＣ）］ 

 

○開通区間                東京都
とうきょうと

八王子市
は ち お う じ し

から東京都
とうきょうと

あきる野
の

市
し

まで 
 
○延  長                ９．６ｋｍ   

（うち、９．２ｋｍは、中日本高速道路（株）の所掌） 
 
○幅員及び車線数          ３．５ｍ×４車線 
 
○設計速度                ８０ｋｍ／ｈ 
 
○ジャンクション         １箇所 

八王子
はちおうじ

ＪＣＴ － 東京都
とうきょうと

八王子市
は ち お う じ し

（中央
ちゅうおう

自動
じ ど う

車道
しゃどう

に連結） 
 

○インターチェンジ        １箇所 

八王子
はちおうじ

西
にし

ＩＣ － 東京都
とうきょうと

八王子市
は ち お う じ し

（都道
と ど う

山田宮
やまだみや

の前
まえ

線に連結） 
 

○路線概要 

圏央道は都心から半径 40km～60km の位置に計画されている総延長約 300km の高規格幹線道路であ

り、首都高速中央環状線，東京外かく環状道路と一体となって、首都圏の幹線道路の骨格となる 3

環状 9放射の道路ネットワークを形成し、首都圏の交通混雑緩和に大きく寄与することが期待されて

います。 

八王子ＪＣＴ～あきる野ＩＣ間の開通により、大規模環状道路として都心から放射方向の中央自動

車道と関越自動車道を相互に接続することで、都心方面へ流入する交通の分散及び通過交通の迂回と

いった機能が発揮され、併行する国道 16 号のみならず首都圏の渋滞、混雑の緩和が期待されます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※工事中の施設名称は、仮称です。 
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平成 18 年度  開 通 予 定 区 間 

［圏央道（つくば牛久
うしく

ＩＣ～阿見
あ み

東
ひがし

ＩＣ※）］ 

 

○開通区間                茨城県
いばらきけん

つくば市から茨城県
いばらきけん

稲敷
いなしき

郡阿
ぐ ん あ

見町
み ま ち

まで 
 
○延  長                １２．０ｋｍ   
 
○幅員及び車線数          ３．５ｍ×２車線 
 
○設計速度                １００ｋｍ／ｈ 
 
○インターチェンジ        ２箇所 

阿見
あ み

ＩＣ※   茨城県
いばらきけん

稲
いな

敷
しき

郡
ぐん

阿
あ

見
み

町
まち

（県道土浦竜ケ崎線に連結） 

阿見
あ み

東
ひがし

ＩＣ※ 茨城県
いばらきけん

稲
いな

敷
しき

郡
ぐん

阿
あ

見
み

町
まち

（県道竜ケ崎阿見線バイパスに連
結） 
 
○路線概要 

圏央道は都心から半径 40km～60km の位置に計画されている総延長約 300km の高規格幹線道路であ

り、首都高速中央環状線，東京外かく環状道路と一体となって、首都圏の幹線道路の骨格となる 3

環状 9放射の道路ネットワークを形成し、首都圏の交通混雑緩和に大きく寄与することが期待されて

います。 

また、茨城県においては、地域の自立･発展の為、新東京国際空港及びつくば研究学園都市へのア

クセスを改善し、｢土浦･つくば･牛久業務核都市基本構想｣などを促進させるとともに、首都圏や全国

との交流･連携を効果的に進める路線として大きな期待が寄せられています。 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※工事中の施設名称は、仮称です。 

 

県
道
土
浦
竜
ヶ
崎
線 

１２．０ｋｍ

平成１８年度 
開通予定区間 既開通区間 工事中区間 工事中区間 

県
道
竜
ヶ
崎
阿
見
線
バ
イ
パ
ス 
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平成 18 年度  開 通 予 定 区 間 

［圏央道（木更津
き さ ら づ

ＪＣＴ～木更津
き さ ら づ

ＩＣ※）］ 

 

○開通区間                千葉県
ち ば け ん

木更津
き さ ら づ

市
し

から千葉県
ち ば け ん

木更津
き さ ら づ

市
し

まで 
 
○延  長                ７．１ｋｍ   
 
○幅員及び車線数          ３．５ｍ×４車線 
 
○設計速度                １００ｋｍ／ｈ 
 
○インターチェンジ        １箇所 

木更津
き さ ら づ

ＩＣ※ － 千葉県
ち ば け ん

木更津
き さ ら づ

市
し

（一般国道４１０号バイパスに連
結） 

 
○路線概要 

圏央道は都心から半径 40km～60km の位置に計画されている総延長約 300km の高規格幹線道路であ

り、首都高速中央環状線，東京外かく環状道路と一体となって、首都圏の幹線道路の骨格となる 3

環状 9放射の道路ネットワークを形成し、首都圏の交通混雑緩和に大きく寄与することが期待されて

います。また、千葉県においては、地域の自立･発展の為、県の長期ビジョンに掲げられている｢千葉

新産業三角構想｣，｢長生･山武地方拠点都市地域整備計画｣，｢房総リゾート地域整備構想｣等の各種プ

ロジェクトを促進させるとともに、首都圏や全国との交流･連携を効果的に進める路線として大きな

期待が寄せられています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                       

 

 

 
 

 

 

 

 

※工事中の施設名称は、仮称です。 

 

平成１８年度開通予定区間

７．１ｋｍ 
工事中区間 

パ
ス 



７

 

平成 18 年度  完 成 予 定 区 間 

［磐越自動車道（拡幅）（小野
お の

ＩＣ～阿武
あ ぶ

隈高
くまこう

原
げん

ＳＡ）］ 
 

○完成区間       福島県
ふくしまけん

田村郡
たむらぐん

小野町
お の ま ち

から福島県
ふくしまけん

田村郡
たむらぐん

小野町
お の ま ち

まで 

 

○延  長       ４．８ｋｍ 

 

○車線数        ２車線を４車線に拡幅 

 

○設計速度              ８０ｋｍ／ｈ 

 

○路線概要 

磐越自動車道（いわきＪＣＴ～郡山ＪＣＴ）は、太平洋側のいわき市を中心とする福島県浜通り地

方と、内陸部の郡山市、福島市を中心とする中通り地方を連結し、地域経済の発展に寄与するととも

に、東北道と常磐道を連結する横断道ネットワークを構成し、災害時の代替路線としてダブルネット

ワーク機能を発揮します。小野から阿武隈高原ＳＡ間は、標高５００ｍを越える阿武隈高地にあり、

太平洋側と内陸部の中間にあって特に冬期の気象激変区間でもあり、降雪量が多く雪氷作業に苦慮し

ていましたが、４車線化完成後は、冬期の交通確保がより容易となります。また、混雑期（夏休み、

行楽シーズン等）の交通集中による渋滞解消が図られ、より円滑で快適な交通運用が確保できます。 

 
 
 ４．８km 

平成 18 年度４車線化完成予定区間 
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＜道路管理に関するアウトカム指標、数値目標＞ 
 
より効果的、効率的に事業を執行するための、渋滞の緩和・解消といった事業の実施

により発生する効果や成果（アウトカム）を表す指標や事業量の数値目標は以下のとお
りです。 
アウトカム指標 
数値目標 

定  義 
Ｈ１７年度
（見込値） 

Ｈ１８年度
（目標値） 

本線渋滞損失 
時間 

本線渋滞※１が発生することによる利用者の損失
時間※2 

４，５３７千台 

時間／年 

４，４５５千台 

時間／年 

路上工事による 
車線規制時間 

道路１Km あたりの路上作業に伴う年間の交通規
制時間 

６２時間／

（Ｋｍ・年） 

５８時間／

（Ｋｍ・年） 

ＥＴＣ利用率 
ＥＴＣ導入済み料金所におけるＥＴＣ利用者の割
合 

５６％※3 ６８％ 

死傷事故率 走行車両１億台キロあたりの死傷事故件数※4 
１１．０件／

億台キロ※5 

１１．０件／

億台キロ 

（下回るよう努力） 

舗装保全率 舗装路面の健全度※6を表す車線の延長比率 ８３％ ８５％ 

橋脚補強完了率 
古い基準を適用した橋梁で、耐震補強を必要とする
橋脚のうち、補強が完了している橋脚基数の割合 

７６％ ８２％ 

利用時間確保率 道路が利用可能な時間※7の比率 ９９．５％ 
９９．５％ 

（上回るよう努力） 

顧客満足度 
ＣＳ調査等で把握する維持管理に関するお客様の
満足度（５段階評価） 

３．５ 
３．５ 

（上回るよう努力） 

高機能舗装率 高機能舗装整備延長の割合 ５２％ ５５％ 

強化型防護柵 
整備率 

古い基準を適用した防護柵で、強化型防護柵を必
要とする防護柵延長のうち、強化型に整備してい
る防護柵延長の割合 

７８％ ８０％ 

ＥＴＣ 
停止処理率 

カード挿し忘れ等のトラブルにより、ＥＴＣ車が
専用レーンで停止し、ノンストップ走行できない
割合 

０．２３％ ０．２１％ 

※１ 高速道路では、時速 40km 以下で低速走行あるいは停止・発進を繰り返す車列が 1km 以上かつ
15 分以上継続した状態をいいます。 

※２ 損失時間は、渋滞通過のために生じた遅れ時間を、法定速度と渋滞時の平均走行速度（２５
Km/h）の差で算定した時間と影響台数で積算した年間総損失時間をいいます。 

   渋滞損失時間は、１～１２月までの暦年の損失時間を示しています。 
※３ 年度末月の平均利用率を示しています。 
※４ 会社が管理する道路のうち一部の道路は除かれています。また、２つの会社にわたる道路につ

いては走行台キロ比で事故件数を按分しています。 
死傷事故率は、１月～１２月までの暦年の事故率を示しています。 

※５ 平成１６年（１月～１２月）の実績値を示しています。 
※６ 舗装の健全度とは、概ね５年以内には舗装補修を必要としない状態をいいます。 
※７ 降雨、降雪に因る通行止め（災害、地震等を除く）と、事故や工事による通行止を除く、通行

可能な時間をいいます。 
   利用時間確保率は、１～１２月までの暦年の確保率を示しています。 




